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食品衛生分科会長 村田 勝敬 殿 

 

 

 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 

農薬・動物用医薬品部会長 穐山 浩 

 

 

 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 

農薬・動物用医薬品部会報告について 

 

 

令和２年８月３日付け厚生労働省発生食 0803 第３号をもって諮問された、食品衛生法

（昭和 22 年法律第 233 号）第 13 条第１項の規定に基づくプロヒドロジャスモンに係る

食品中の農薬の残留基準の設定について、当部会で審議を行った結果を別添のとおり取

りまとめたので、これを報告する。 



プロヒドロジャスモン 
 
今般の残留基準の検討については、農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う基準値設定依

頼が農林水産省からなされたことに伴い、食品安全委員会において食品健康影響評価がなさ

れたことを踏まえ、農薬・動物用医薬品部会において審議を行い、以下の報告を取りまとめ

るものである。 
 

１．概要 

（１）品目名：プロヒドロジャスモン[ Prohydrojasmon (ISO) ] 

 
（２）用 途：植物成長調整剤／忌避剤 

植物ホルモンであるジャスモン酸様物質である。早生りんご等に対する着色促進及び

温州みかんに対する花芽抑制による樹勢の維持、落果防止、浮皮軽減等の効果を示すと

考えられている。 

また、ジャスモン酸類には植物の虫害抵抗性を誘導する作用のあることが知られてお

り、プロヒドロジャスモンは、微小害虫に対する忌避性を誘導し防除効果を示すと考え

られている。 

   

（３）化学名及びCAS番号 

Propyl (1RS,2RS)-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate（IUPAC） 

 

Cyclopentaneacetic acid, 3-oxo-2-pentyl-, propyl ester 

（CAS：No. 158474-72-7） 

Cyclopentaneacetic acid, 3-oxo-2-pentyl-, propyl ester,(1R,2R)- 

（CAS：No. 178602-66-9） 

 Cyclopentaneacetic acid, 3-oxo-2-pentyl-, propyl ester,(1S,2S)- 

（CAS：No. 2133359-92-7） 

Cyclopentaneacetic acid, 3-oxo-2-pentyl-, propyl ester,(1R,2S)- 

（CAS：No. 2133359-93-8） 

Cyclopentaneacetic acid, 3-oxo-2-pentyl-, propyl ester,(1S,2R)- 

（CAS：No. 2133359-94-9） 

 

（４）構造式及び物性 

プロヒドロジャスモンには4つの光学異性体が存在し、trans-プロヒドロジャスモン 

（propyl (1RS,2RS)-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate）を主要成分とし、cis-プ

ロヒドロジャスモン（propyl (1RS,2SR)-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate）を10

±2%含有する混合物である。 

 
 



 
 
 
 
 
 

(1R,2R)体 (trans-プロヒドロジャスモン) (1S,2S)体 (trans-プロヒドロジャスモン) 

 
 
 
 
 
 

(1R,2S)体 (cis-プロヒドロジャスモン)  (1S,2R)体 (cis-プロヒドロジャスモン) 

 

分 子 式  C15H26O3 

   分 子 量  254.36 
   水溶解度  6.02 × 10-2 g/L (25℃) 

分配係数  log10Pow ＝ 4.1 (25℃) 

 

２．適用の範囲及び使用方法 

本剤の適用の範囲及び使用方法は以下のとおり。 

作物名となっているものについては、今回農薬取締法（昭和23年法律第82号）に基づく

適用拡大がなされたものを示している。 

 

（１）国内での使用方法 

① 5.0%プロヒドロジャスモン液剤 

作物名 適用 
希釈 

倍数 

使用 

液量 
使用時期 

本剤の 

使用 

回数 

使用方法 

ﾌﾟﾛﾋﾄﾞﾛ

ｼﾞｬｽﾓﾝを

含む農薬

の総使用

回数 

りんご 

着色促進 500倍 

200～

700 

L/10 a 

収穫開始予定

日の30～25日

前  

ただし、収穫

14日前まで 1回 

立木全面散布 

1回 

ぶどう 

（巨峰） 

満開後35～40

日  

ただし、収穫

30日前まで 

果房散布 

 



 ① 5.0%プロヒドロジャスモン液剤（つづき） 

作物名 適用 
希釈 

倍数 

使用 

液量 
使用時期 

本剤

の 

使用 

回数 

使用方法 

ﾌﾟﾛﾋﾄﾞﾛ

ｼﾞｬｽﾓﾝ

を含む

農薬の

総使用

回数 

かんきつ（温

州みかん、清

見、日向夏、

ワシントンネ

ーブルを除

く） 

花芽抑制

による樹

勢の維持 

2000

倍 

50～250 

L/10 a 

収穫直後～ 

収穫約1か月後 

1回 

立木全面散布 

又は枝別散布 

（ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ10 

ppm液に加用） 

1回 

落果防止 
50～100 

L/10 a 

開花始め～ 

満開10日後 

散布 

（ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ10 

ppm液に加用） 

清見 

花芽抑制

による樹

勢の維持 

50～250 

L/10 a 

収穫直後～ 

収穫約1か月後 

立木全面散布 

又は枝別散布 

（ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ10 

ppm液に加用） 

落果防止 

1000

～ 

2000

倍 

50～100 

L/10 a 

開花始め～ 

満開10日後 

散布 

（ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ10 

ppm液に加用） 

ワシントンネ

ーブル、 

日向夏 

花芽抑制

による樹

勢の維持 

2000

倍 50～250 

L/10 a 

 

 

収穫直後～ 

立木全面散布 

又は枝別散布 

（ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ10 

ppm液に加用） 
 

1000

～ 

2000

倍 

収穫約1か月後 

3回 

以内 温州みかん 

    

落果防止 
50～100 

L/10 a 

開花始め～ 

満開10日後 

散布 

（ ｼ ﾞ ﾍ ﾞ ﾚ ﾘ ﾝ

10ppm 液 に 加

用） 

浮皮軽減 
100～400 

L/10 a 

収穫予定日の 

3か月前  

ただし、 

収穫45日前まで 

果実散布 

（ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ1～

5 ppm液に加

用） 

 
アザミウ

マ類 

500

倍 

100～300 

L/10 a 
収穫前日まで 

5回

以内 
散布 

5回 

以内 

トマト 

ミニトマト 



３．作物残留試験 

（１）分析の概要 

① 分析対象物質 

・プロヒドロジャスモン 

・プロピル 2-(5’-ヒドロキシペンチル)-3-オキソシクロペンチル-アセテート 

（以下、代謝物M11という） 

 

 

 

 

 

代謝物M11 

 

② 分析法の概要 

 ｉ）プロヒドロジャスモン及び代謝物M11 

試料からアセトンで抽出し、n-ヘキサンに転溶する。シリカゲルカラム等を用い

て精製した後、ガスクロマトグラフ・質量分析計（GC-MS）、液体クロマトグラフ・質

量分析計（LC-MS）又は液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計（LC-MS/MS）で

定量する。 

または、試料からアセトンで抽出し、C18カラム又はC18カラム及びグラファイトカ

ーボンカラムを用いて精製した後、LC-MS/MSで定量する。 

なお、代謝物M11の分析値は、換算係数0.94を用いてプロヒドロジャスモン濃度に

換算した値として示した。 

  

 定量限界：プロヒドロジャスモン  0.001～0.004 mg/kg 

      代謝物M11              0.001～0.004 mg/kg 

（プロヒドロジャスモン換算濃度） 

 

 

ⅱ）代謝物M11 

  試料からアセトンで抽出し、アセチル化を行う。シリカゲルカラムを用いて精製

した後、GC-MSで定量する。 

なお、代謝物M11の分析値は、換算係数0.94を用いてプロヒドロジャスモン濃度に

換算した値として示した。 

 

 定量限界：0.001～0.004 mg/kg（プロヒドロジャスモン換算濃度） 

 

（２）作物残留試験結果 



国内で実施された作物残留試験の結果の概要については別紙1を参照。 

 

４．ADI及びARfDの評価 

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号の規定に基づき、食品安全委

員会あて意見を求めたプロヒドロジャスモンに係る食品健康影響評価において、以下のと

おり評価されている。 

 

（１）ADI 

無毒性量：14.4 mg/kg 体重/day（発がん性は認められなかった。） 

（動物種）  雄ラット 

（投与方法）  混餌 

（試験の種類） 慢性毒性/発がん性併合試験 

（期間）  2年間 

安全係数：100 

ADI：0.14 mg/kg 体重/day 

    

（２）ARfD 

無毒性量：120 mg/kg 体重/day 

（動物種）  ラット 

（投与方法）  強制経口 

（試験の種類） 発生毒性試験 

（投与期間）  妊娠6～15日 

安全係数：100 

ARfD：1.2 mg/kg 体重 

 

５．諸外国における状況 

JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されていない。 

米国、カナダ、EU、豪州及びニュージーランドについて調査した結果、米国及びニュー

ジーランドにおいて適正使用されている場合、基準値を示す必要がないとされている。 

  

６．基準値案 

（１）残留の規制対象 

プロヒドロジャスモンとする。 

 

  作物残留試験において、代謝物M11の分析が行われているが、定量限界未満であるこ

とから、代謝物M11は残留の規制対象には含めないこととする。 

 

（２）基準値案 

別紙2のとおりである。 

 

（３）暴露評価対象 



プロヒドロジャスモンとする。 

 

植物体内運命試験の結果、可食部試料中には10%TRR注を超える代謝物が認められない

こと及び作物残留試験において分析された代謝物M11は定量限界未満であることから、

暴露評価対象をプロヒドロジャスモンのみとする。 

 

なお、食品安全委員会は、食品健康影響評価において、農産物中の暴露評価対象物質

をプロヒドロジャスモン（親化合物のみ）としている。 

  注）%TRR：総放射性残留物（TRR、Total Radioactive Residue）濃度に対する比率（%） 

 

（４）暴露評価 

① 長期暴露評価 

1日当たり摂取する農薬等の量のADIに対する比は、以下のとおりである。詳細な

暴露評価は別紙3参照。 

 

 TMDI／ADI(%)注） 

国民全体（1歳以上） 0.1 

幼少児（1～6歳） 0.3 

妊婦 0.1 

高齢者（65歳以上） 0.2 

注）各食品の平均摂取量は、平成17年～19年度の食品摂取頻度・摂取量調査の特別集計

業務報告書による。 

TMDI試算法：基準値案×各食品の平均摂取量 

 

＜参考＞ 

 EDI／ADI(%)注） 

国民全体（1歳以上） 0.0 

幼小児（1～6歳） 0.1 

妊婦 0.0 

高齢者（65歳以上）   0.0 

注）各食品の平均摂取量は、平成17～19年度の食品摂取頻度・摂取量調査の特別集計

業務報告書による。 

EDI試算法：作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量 

 

② 短期暴露評価 

 各食品の短期推定摂取量（ESTI）を算出したところ、国民全体（1歳以上）及び幼

少児（1～6歳）のそれぞれにおける摂取量は急性参照用量（ARfD）を超えていない注）。

詳細な暴露評価は別紙4-1及び4-2参照。 



 注）基準値案、作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値（STMR）を用い、平成17

～19年度の食品摂取頻度・摂取量調査及び平成22年度の厚生労働科学研究の結果に基づきESTIを

算出した。 



（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

圃場A:<0.001/<0.001

圃場B:<0.001/<0.001

圃場A:<0.001/<0.001 (3回,30日)(#)

圃場B:<0.002/<0.002 (3回,30日)(#)

1000倍散布
2.0 L/樹

14,28 圃場A:<0.002/<0.002 (3回,28日)(#)

1000倍散布
2.5 L/樹

13,27 圃場B:<0.002/<0.002 (3回,27日)(#)

1000倍散布
2.0 L/樹

14,28 圃場A:0.006/<0.004 (3回,28日)(#)

1000倍散布
2.5 L/樹

13,27 圃場B:<0.004/<0.004 (3回,27日)(#)

1000倍散布
2.0 L/樹

14,28 圃場A:0.003 (3回,28日)(#)
注2）

1000倍散布
2.5 L/樹

13,27 圃場B:0.002 (3回,27日)(#)
注2）

1000倍散布
450  L/10 a

圃場A:<0.002/<0.002 (3回,44日)(#)

1000倍散布
400  L/10 a

圃場B:<0.002/<0.002 (3回,44日)(#)

1000倍散布
890  L/10 a

圃場A:<0.002/<0.002 (3回,44日)(#)

1000倍散布
555  L/10 a

圃場B: 0.002/<0.002 (3回,44日)(#)

500倍散布
249 L/10 a

圃場A:0.039/<0.002

 500倍散布
260 L/10 a

圃場B:0.032/<0.002

500倍散布
233 L/10 a

圃場A:0.018/<0.002

500倍散布
250 L/10 a

圃場B:0.099/<0.002

500倍散布
228 L/10 a

圃場C:0.113/<0.002

500倍散布
279 L/10 a

圃場D:0.047/<0.002

5.0%液剤 3

プロヒドロジャスモンの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【プロヒドロジャスモン/代謝物M11】

30,45,60

りんご
(果実)

500倍散布
600 L/10 a

ぶどう
(果実)

2000倍花果房浸漬
+1000倍散布150 L/10 a
+500倍散布150 L/10 a

14,21,302 5.0%液剤 1

2 5.0%液剤 1+1 +1

　今回、新たに提出された作物残留試験成績に網を付けて示している。

注2）果肉及び果皮の重量比から計算した。

5.0%液剤 3

みかん
(果実)

5.0%液剤

5.0%液剤 3

5.0%液剤 3

2

4

5

注1）当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験
（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。
代謝物M11の残留濃度は、プロヒドロジャスモン濃度に換算した値で示した。

  表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収穫まで
の期間が最短の場合にのみ最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合は、その使用回数及
び経過日数について（　）内に記載した。

みかん
(果肉)

みかん
(果皮)

かんきつ(清見)
(果実全体)

かんきつ(きんか
ん)

(果実全体)

ミニトマト
（果実）

　(#)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で行われていないことを示す。また、適用範囲内ではない試験条件
を斜体で示した。

3

1

1,3,7,14

14,28,44

14,28,44

5.0%液剤

2

2

2

2

2



農薬名 プロヒドロジャスモン
（別紙２）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

zzz
トマト 0.3 申 0.018～0.113(n=6)（ミニトマト）

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
みかん 0.01 〇

みかん（外果皮を含む。） 0.02 〇 0.002,0.003(#)(\)

なつみかんの外果皮なつみかんの果実全体 0.01 0.01 ○ <0.002,<0.002(#)(\)（清見）

レモン 0.01 0.01 ○ （その他のかんきつ類果実参照）

オレンジ（ネーブルオレンジを含
む。）

0.01 0.01 ○ （その他のかんきつ類果実参照）

グレープフルーツ 0.01 0.01 ○ （その他のかんきつ類果実参照）

ライム 0.01 0.01 ○ （その他のかんきつ類果実参照）

その他のかんきつ類果実 0.01 0.01 ○ <0.002,0.002(#)(\)（きんかん）

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
りんご 0.01 0.01 ○ <0.001,<0.001(\)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ぶどう 0.01 0.01 ○ <0.001,<0.002(#)(\)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のスパイス 0.03 0.03 ○ <0.004,0.006(#)(¥)（みかん果皮)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

食品区分を別途新設すること等に伴い、食品区分を削除したものについては、斜線で示した。

外国
基準値
ppm

参考基準値

「登録有無」の欄に「○」の記載があるものは、国内で農薬等としての使用が認められていることを示している。

申請（国内における登録、承認等の申請、ｲﾝﾎﾟｰﾄﾄﾚﾗﾝｽ申請）以外の理由により本基準（暫定基準以外の基準）を見直す基
準値案については、太枠線で囲んで示した。

(#)これらの作物残留試験は、登録又は申請の適用の範囲内で試験が行われていない。

「登録有無」の欄に「申」の記載があるものは、国内で農薬の登録申請等の基準値設定依頼がなされたものであることを示して
いる。

(\)作物残留試験結果の最大値を基準値設定の根拠とした。



（別紙３）

食品名
基準値案
(ppm)

国民全体
(1歳以上)

TMDI

国民全体
(1歳以上)

EDI

幼小児
(1～6歳)

TMDI

幼小児
(1～6歳)

EDI

妊婦
TMDI

妊婦
EDI

高齢者
(65歳以上）

TMDI

高齢者
(65歳以上）

EDI

トマト 0.3 0.058 9.6 1.9 5.7 1.1 9.6 1.9 11.0 2.1
みかん（外果皮を含む。） 0.02 0.002 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1
なつみかんの果実全体 0.01 0.002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
レモン 0.01 0.002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 0.01 0.002 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
グレープフルーツ 0.01 0.002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
ライム 0.01 0.002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他のかんきつ類果実 0.01 0.002 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
りんご 0.01 0.001 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
ぶどう 0.01 0.0015 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
その他のスパイス 0.03 0.005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 10.5 2.0 6.6 1.2 10.3 2.0 12.1 2.3
ADI比（％） 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0

プロヒドロジャスモンの推定摂取量 （単位：µg／人／day）
暴露評価に
用いた数値

（ppm)

TMDI：理論最大1日摂取量（Theoretical Maximum Daily Intake)

EDI試算法：作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量

TMDI試算法：基準値案×各食品の平均摂取量
EDI:推定1日摂取量（Estimated Daily Intake)



（別紙4-1）

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重/day)

ESTI/ARfD
(%)

トマト トマト 0.3 ○ 0.113 1.2 0
みかん（外果皮を含む。） みかん 0.02 0.02 0.2 0
なつみかんの果実全体 なつみかん 0.01 0.01 0.1 0
レモン レモン 0.01 0.01 0.0 0

オレンジ 0.01 0.01 0.1 0
オレンジ果汁 0.01 ○ 0.002 0.0 0

グレープフルーツ グレープフルーツ 0.01 0.01 0.2 0
きんかん 0.01 0.01 0.0 0
ぽんかん 0.01 0.01 0.1 0
ゆず 0.01 0.01 0.0 0
すだち 0.01 0.01 0.0 0
りんご 0.01 0.01 0.1 0
りんご果汁 0.01 ○ 0.001 0.0 0

ぶどう ぶどう 0.01 0.01 0.1 0

プロヒドロジャスモンの推定摂取量（短期）：国民全体(1歳以上)

評価に用いた
数値
(ppm)

ESTI：短期推定摂取量（Estimated Short-Term Intake）

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。

○：作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値(STMR)を用いて短期摂取量を推計した。

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）

その他のかんきつ類果実

りんご



（別紙4-2)

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重

/day)

ESTI/ARfD
(%)

トマト トマト 0.3 ○ 0.113 3.1 0
みかん（外果皮を含む。） みかん 0.02 0.02 0.5 0

オレンジ 0.01 0.01 0.3 0
オレンジ果汁 0.01 ○ 0.002 0.0 0
りんご 0.01 0.01 0.3 0
りんご果汁 0.01 ○ 0.001 0.0 0

ぶどう ぶどう 0.01 0.01 0.3 0
ESTI：短期推定摂取量（Estimated Short-Term Intake）

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。

○：作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値(STMR)を用いて短期摂取量を推計した。

プロヒドロジャスモンの推定摂取量（短期）：幼小児(1～6歳)

評価に用いた
数値
(ppm)

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）

りんご
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答申（案） 

プロヒドロジャスモン

食品名 残留基準値

ppm

zzz #N/Aトマト 0.3
#N/A#N/Aみかん（外果皮を含む。） 0.02

なつみかんの果実全体 0.01
レモン 0.01
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 0.01
グレープフルーツ 0.01
ライム 0.01

その他のかんきつ類果実
注1） 0.01

#N/A#N/Aりんご 0.01
#N/A#N/Aぶどう 0.01
#N/A#N/Aその他のスパイス

注2） 0.03zzz
#N/A

zzz
#N/A#N/A #N/A

注1）「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつ
みかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ（ネーブルオレンジを含
む。）、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
注2）「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、
とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）
の果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
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要 約 

 
ジャスモン酸誘導体（植物ホルモン）の植物成長調整剤であるプロヒドロジャスモ

ン（CAS No. 158474-72-7）について、各種資料を用いて食品健康影響評価を実施し

た。なお、今回、作物残留試験（ミニトマト）の成績等が新たに提出された。 
評価に用いた試験成績は、動物体内運命（ラット）、植物体内運命（水稲、ぶどう

等）、作物残留、亜急性毒性（ラット及びイヌ）、亜急性神経毒性（ラット）、慢性

毒性（イヌ）、慢性毒性/発がん性併合（ラット）、発がん性（マウス）、2 世代繁殖

（ラット）、発生毒性（ラット及びウサギ）、遺伝毒性等である。 
各種毒性試験結果から、プロヒドロジャスモン投与による影響は主に体重（増加抑

制）、肝臓（重量増加、小葉中心性肝細胞肥大等）及び腎臓（尿細管上皮リポフスチ

ン沈着増加等）に認められた。神経毒性、発がん性、催奇形性及び遺伝毒性は認めら

れなかった。 
2 世代繁殖試験において、出産生存児数減少が認められた。 
各種試験結果から、農産物における暴露評価対象物質をプロヒドロジャスモン（親

化合物のみ）と設定した。 
各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた 2 年間慢性毒性/発が

ん性併合試験の 14.4 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数

100 で除した 0.14 mg/kg 体重/日を許容一日摂取量（ADI）と設定した。 
また、プロヒドロジャスモンの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響

に対する無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた発生毒性試験の 120 mg/kg 体重/
日であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 1.2 mg/kg 体重を急

性参照用量（ARfD）と設定した。 



Ⅰ．評価対象農薬の概要 

１．用途 

植物成長調整剤 
 

２．有効成分の一般名 

和名：プロヒドロジャスモン 
英名：prohydrojasmon（ISO 名） 

 

３．化学名 

  IUPAC 
和名：プロピル(1RS,2RS)-(3-オキソ-2-ペンチルシクロペンチル)アセテート 

（プロピル(1RS,2SR)-(3-オキソ-2-ペンチルシクロペンチル)アセテートを 
10±2% 含む） 

英名：propyl (1RS,2RS)-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate 
（containing 10±2% propyl (1RS,2SR)-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl) 

acetate） 
  CAS（No.158474-72-7） 

和名：シクロペンチル酢酸 3-オキソ-2-ペンチル プロピルエステル 
英名：cyclopentaneacetic acid, 3-oxo-2-pentyl-, propyl ester 

 

４．分子式 

C15H26O3 
 

５．分子量 

254.36 
 

６．構造式 

 
(1R,2R)体               (1S,2S)体 

 
(1R,2S)体               (1S,2R)体 

 



７．開発の経緯 

植物ホルモンであるジャスモン酸（2-{(1R,2R)-3-oxo-2-[(Z)-pent-2-enyl]cyclo 
pentyl}acetate）は、1962 年にジャスモン酸メチルエステルとしてジャスミン花よ

り単離された。ジャスモン酸を母核とする誘導体プロヒドロジャスモンは、1993
年に日本ゼオン株式会社により開発され、2003 年 4 月に我が国で初回農薬登録さ

れた。プロヒドロジャスモンは隣り合う 2 個の不斉炭素があり、1R,2R 体と 1S,2S
体は側鎖がトランス体の対掌体、1R,2S 体と 1S,2R 体は側鎖がシス体の対掌体とな

っている。トランス体が比較的多く、シス体は 10±2%である1。 
今回、農薬取締法に基づく農薬登録申請（適用拡大：トマト及びミニトマト）が

なされている。 

                                            
1 以下の試験では対掌体は分離していない。なお、特に断りがない場合は、「プロヒドロジャスモン」

は上記異性体の混合物を指す。 



Ⅱ．安全性に係る試験の概要 

各種運命試験［Ⅱ.１～４］は、プロヒドロジャスモンのシクロペンチル環の 1
及び 5 位の炭素を 14C で標識したもの（以下「14C-プロヒドロジャスモン」という。）

を用いて実施された。放射能濃度及び代謝物濃度は、特に断りがない場合は比放射

能（質量放射能）からプロヒドロジャスモンの濃度（mg/kg 又はg/g）に換算した

値として示した。 
代謝物/分解物/原体混在物略称及び検査値等略称は別紙1及び2に示されている。 

 
１．動物体内運命試験（ラット） 
（１）吸収 

① 血中濃度推移 

Fischer ラット（一群雌雄各 3 匹）に 14C-プロヒドロジャスモンを 20 mg/kg
体重（以下 [１.]において「低用量」という。）又は 2,000 mg/kg 体重（以下 [１.]

において「高用量」という。）で単回強制経口投与し、血中濃度推移について検

討された。 
全血中薬物動態学的パラメータは表 1 に示されている。（参照 2） 

 
表１ 全血中薬物動態学的パラメータ 

投与量（mg/kg 体重） 20 2,000 

性別 雄 雌 雄 雌 

Tmax（hr） 0.5 0.5 8 8 

Cmax（g/mL） 9.62 9.67 294 525 

T1/2（hr） 2.0 2.4 7.5 12.7 

AUC0-96（hr・g/mL） 20.0 37.4 6,410 10,100 

 
② 吸収率 

尿及び糞中排泄試験[１.(４)①]で得られた投与後 72 時間における尿中の放

射能から、プロヒドロジャスモンの経口投与後の吸収率は、低用量で少なくとも

85.7%、高用量で少なくとも 77.4%と考えられた。（参照 2） 
 
（２）分布 

Fischer ラット（一群雌雄各 9 匹）に 14C-プロヒドロジャスモンを低用量又は

高用量で単回強制経口投与し、体内分布試験が実施された。また、投与 96 時間

後の試料として、尿及び糞中排泄試験[１.(４)①]において採取された臓器及び

組織が用いられた。 
主要組織の残留放射能濃度は表 2 に示されている。 
主要組織の放射能濃度は、投与量及び性別にかかわらず、Tmax時に最も高かっ

た。血漿より高い分布がみられたのは、低用量群では、胃、腎臓及び肝臓、高用



量群では、胃、小腸、大腸及び肝臓であった。各組織とも消失は速やかであり、

投与 96 時間後の組織内濃度は、高用量群で褐色及び白色脂肪にそれぞれ 20 g/g、
骨に 7 g/g 分布したほかは、いずれの組織でも検出されなかった。（参照 2） 

 
表２ 主要組織の残留放射能濃度（g/g 又はg/mL） 

投与量 
（mg/kg 体重） 

性別 Tmax付近* 投与 96 時間後 

20 
雄 

胃(120)､腎臓(68.3)､肝臓(23.7)､
血漿(20.0)、血液(11.7)、 

全て不検出 

雌 
胃(132)､腎臓(54.8)､肝臓(25.1)､
血漿(20.3)、血液(12.5) 

全て不検出 

2,000 

雄 
胃(5,310)､小腸(1,720)､大腸

(550)､血漿(540)、肝臓(520)、腎臓

(420)、血液(380)、 

白色脂肪(20)  

雌 
胃(2,530)､小腸(720)､大腸(620)､
肝臓(490)､血漿(480)、腎臓(370)、
血液(330)、 

褐色脂肪(20)､白色脂肪(20)､骨(7) 

*：低用量群は投与 0.5 時間後、高用量群は投与 8 時間後 
 

（３）代謝 

尿及び糞中排泄試験[１.(４)①]で得られた投与後 48 時間の尿及び糞、胆汁中

排泄試験[１.(４)②]で得られた投与後 48 時間の胆汁及び糞を用いた代謝物同

定・定量試験が実施された。 
尿、糞及び胆汁における代謝物は表 3 に示されている。 
主要代謝物は、尿及び糞中では M4 及び M5、胆汁中では M2 であった。 
プロヒドロジャスモンのラットにおける主要代謝経路は、プロピルエステルの

加水分解による代謝物 M2 の生成と、それに続く酸化及び抱合体生成であると考

えられた。（参照 3） 

 



表３ 尿、糞及び胆汁における代謝物（%TAR） 

投与量 
（mg/kg 体重） 

性別 試料 
プロヒドロ

ジャスモン 
代謝物 

20 

雄 
尿 － 

M5(35.7)、M4(31.9)、M2(3.4)、M3(2.1)、未同定

1(1.2)、M6(1.1)、未同定 2(0.4)、その他*(0.8) 

糞 － 
M4(2.8)、M5(1.8)、M2(0.4)、M6(0.4)、未同定

1(0.3)、未同定 2(0.1)、その他*(1.7) 

雌 
尿 － 

M4(40.0)、M5(22.0)、M2(3.7)、M7(2.4)、M6(1.9)、
未同定 1(1.4)、未同定 2(1.1)、M3(0.5)、その他*(3.7) 

糞 － 
M5(2.3)、M4(2.0)、M2(0.4)、M6(0.3)、未同定

2(0.2)、未同定 1(0.1)、その他*(1.1) 

2,000 

雄 
尿 － 

M5(51.4)、M4(8.9)、M2(3.7)、M3(3.4)、M6(0.9)、
未同定 1(0.9)、その他*(2.4) 

糞 0.4 
M4(2.8)、M5(2.4)、M2(1.3)、M6(0.7)、未同定

2(0.3)、未同定 1(0.2)、その他*(0.9) 

雌 
尿 － 

M5(46.7)、M4(8.3)、M2(7.2)、未同定 2(5.4)、
M3(4.8)、M6(3.0)、未同定 1(1.3)、その他*(2.6) 

糞 0.5 
M2(2.4)、M6(1.3)、M4(1.1)、M5(1.0)、未同定

2(0.2)、未同定 1(0.1)、その他*(3.3) 

20 雄 胆汁 － 
未同定 2(6.7)、M2(5.5)、M7(4.1)、M6(1.1)、
M5(0.2)、その他**(2.9) 

2,000 雄 胆汁 － 
M2(2.0)、未同定 2(1.5)、M7(0.9)、M6(0.4)、
M5(0.1)、その他**(1.6) 

－：0.1%TAR 未満 
* ：0.1%TAR～1%TAR の範囲内の代謝物（18 種類）の合計 
**：0.1%TAR～1%TAR の範囲内の代謝物（7 種類）の合計 

 
（４）排泄 

① 尿及び糞中排泄 

Fischer ラット（一群雌雄各 3 匹）に 14C-プロヒドロジャスモンを低用量又は

高用量で単回強制経口投与し、尿及び糞中排泄試験が実施された。 
投与後 24 及び 72 時間の尿及び糞中排泄率は表 4 に示されている。 
投与放射能は低用量群では投与後 24 時間、高用量群では投与後 72 時間に

90%TAR 以上が尿及び糞中に排泄され、主に尿中に排泄された。（参照 2） 

 
表４ 投与後 24 及び 72 時間の尿及び糞中排泄率（%TAR） 

投与量 
(mg/kg 体重) 

20 2,000 

性別 雄 雌 雄 雌 

試料 尿 糞 尿 糞 尿 糞 尿 糞 

投与後 24 時間 83.5 7.1 84.2 6.2 42.5 4.10 43.5 6.01 

投与後 72 時間 85.7 8.5 87.9 7.1 77.4 12.8 88.7 12.5 

 



② 胆汁中排泄 

Fischer ラット（一群雄各 3 匹）に 14C-プロヒドロジャスモンを低用量又は高

用量で単回強制経口投与し、総胆管から経時的に胆汁を採取して胆汁中排泄試験

が実施された。 
投与後 48 時間の胆汁、尿及び糞中排泄率は表 5 に示されている。 
低用量群で 30.4%TAR、高用量群で 8.7%TAR が投与後 48 時間の胆汁中に排

泄され、腸肝循環が示唆された。（参照 2） 
 

表５ 投与後 48 時間の胆汁、尿及び糞中排泄率（%TAR） 

性別 雄 

投与量 
(mg/kg 体重) 

20  2,000  

胆汁 30.4 8.7 

尿* 54.8 65.3 

糞 2.4 2.1 
*：ケージ洗浄液を含む。 

 
２．植物体内運命試験 

（１）水稲 

水稲（品種：アキニシキ）に、14C-プロヒドロジャスモン及び非標識プロヒド

ロジャスモンを処理し、植物体内運命試験が実施された。 
試験設計の概要は表 6 に示されている。 

 
表６ 植物体内運命試験（水稲）における試験設計の概要 

試験群 A B C D E 

試験区分 吸収移行試験 代謝物解析 分布試験 代謝試験 

処理方法 水耕液に添加 葉に塗布 水耕液に添加 24 時間浸漬 湛水面処理 

供試植物 
移植後14日の 

水稲の根部 

移植後 14 日目の水稲 

幼苗の第 3 本葉 

移植後 14 日の 

水稲の根部 
種子 出穂期 

用量 

(mg ai/ha) 
1,000 

葉脈に直角に中央部に 

1 cm の幅で塗布 
10,000 

0.01 g/mL 

(0.56 ng/粒) 
2,000 

試料採取時期 

（処理後） 
1、3、7 日 2 時間、3、7 日 7 日 118 日 82 日 

 
A 群では、14C-プロヒドロジャスモンは根から速やかに吸収され、処理 3 日後

に最大値（葉、茎及び根にそれぞれ 11.4%TAR、19.7%TAR 及び 16.4%TAR）

を示した。 
B 群では、処理放射能は葉面処理後速やかに吸収された。葉の先端方向への移

行は少なく、主に基部方向へ移行した。処理 3 及び 7 日後には、新しく展開した



第 4 葉への移行がみられたが、第 1 及び 2 本葉への移行はみられなかった。 
D 群では、処理 118 日後の葉に 0.00026 mg/kg 認められたが、玄米、もみ殻、

茎及び根では定量限界未満であった。 
E 群では、24.3%TAR が水稲体内に吸収され、玄米、もみ殻、葉、茎及び根に

おける放射能濃度はそれぞれ 1.1、1.2、2.0、1.7 及び 5.1 mg/kg 認められた。E
群における代謝物分析の結果、茎及び葉部において未変化のプロヒドロジャスモ

ンは検出されなかった。代謝物は M8（4’-OH 又は 5’-OH）が同定され、0.6 %TRR
（0.00054 mg/kg）であった。 

C 群では、水耕液添加後、水稲根部において未変化のプロヒドロジャスモンが

0.3%TRR 認められた。代謝物として M9 が 47.7%TRR、M8 が 0.9%TRR 認め

られた。代謝物 M9 は単一の高極性アグリコンのグルコース抱合体であったが、

その構造については直接同定には至らなかった。（参照 5、40） 

 
（２）ぶどう 

ポット栽培のぶどう（品種：巨峰）に、14C-プロヒドロジャスモンを 200 g ai/ha
の用量で散布処理し、処理直後並びに処理 7、14 及び 28 日後に収穫した果実、

葉及び茎を試料とした植物体内運命試験が実施された。 
ぶどうにおける放射能分布は表 7 に示されている。 

 
表７ ぶどうにおける放射能分布 

採取時期 処理直後 処理 7 日後 処理 14 日後 処理 28 日後 

試料全体（%TAR） 21.5 19.4 24.2 24.5 

各部位に 
おける分布 
（%TRR） 

果実 13.6 30.0 41.1 34.9 

葉 66.6 57.3 47.8 54.3 

茎 19.8 12.7 11.1 10.8 

 
ぶどう全体における残留放射能に経時的な変化はみられなかったが、放射能の

分布は茎葉から果実へ移行する傾向があった。 
処理 28 日後の果実、葉及び茎には、それぞれ 34.9%TRR（0.31 mg/kg）、

54.3%TRR（5.51 mg/kg）及び 10.8%TRR（0.88 mg/kg）が分布した。 
未変化のプロヒドロジャスモンは果実に 0.4%TRR（<0.01mg/kg）、葉に

2.3%TRR（0.23 mg/kg）及び茎に 5.4%TRR（0.40 mg/kg）認められた。 
果実における主要代謝物として M12 が 7.0%TRR（0.07 mg/kg）認められたが、

そのほかの代謝物は全て 3.3%TRR（0.03 mg/kg）以下であった。葉における主

要代謝物は M11（10.3%TRR：1.02 mg/kg）であった。そのほかの代謝物は全て

4.5%TRR（0.45 mg/kg）以下であった。茎における代謝物は全て 0.8%TRR（0.06 
mg/kg）以下であった。（参照 4） 

 



 

（３）みかん 

みかん（品種：不明）に 14C-プロヒドロジャスモンを 128 g ai/ha の用量で葉

面散布処理（処理後 1 週間雨よけ対策を実施）し、処理 30 及び 90 日後に収穫し

た果実（果肉及び果皮）及び葉を試料として植物体内運命試験が実施された。 
処理 30 及び 90 日後の各試料における残留放射能分布は表 8 に示されている。 
果実の総残留放射能濃度は 0.032～0.049 mg/kg と低く、果実への浸透速度は

遅いか、あるいはほとんどみられないと考えられた。果肉及び果皮の抽出残渣に

は、それぞれ 1.1%TRR～4.2%TRR 及び 1.8%TRR～3.2%TRR 認められた。葉

部の総残留放射能濃度は 0.187～0.496 mg/kg であり、抽出残渣には 6.8%TRR
～15.4%TRR 認められた。 

 
表８ 処理 30 及び 90 日後の各試料における残留放射能分布 

試料 
処理 30 日後 処理 90 日後 

mg/kg %TRR mg/kg %TRR 

果肉 0.021 43.2 0.015 46.9 

果皮 
表面洗浄液 LOD LOD LOD LOD 

洗浄後果皮 0.028 56.8 0.017 53.1 

（果実全体） 0.049 100 0.032 100 

葉部 
表面洗浄液 0.047 9.4 0.006 3.2 

洗浄後葉部 0.450 90.6 0.181 96.8 

（葉部全体） 0.496 100 0.187 100 
LOD：検出限界以下 

 
処理 30 及び 90 日後のいずれの時期においても、果実抽出液から未変化のプロ

ヒドロジャスモンは検出されず、主要代謝物は M13（38.1%TRR～50.9%TRR：

0.012～0.025 mg/kg）及び M21（17.5%TRR～18.7%TRR：0.006～0.009 mg/kg）
であった。そのほか、数種類の成分が認められたが、いずれも 5.5%TRR 以下で

あった。 
葉部では、未変化のプロヒドロジャスモンが表面洗浄液にのみ 0.3%TRR～

1.0%TRR（0.001～0.005 mg/kg）認められた。葉部抽出液の主要代謝物は M13
及び M21 であり、それぞれ 3.5%TRR～5.6%TRR（0.011～0.017 mg/kg）及び

9.3%TRR～14.4%TRR（0.027～0.046 mg/kg）であった。そのほか、多数の成

分が認められたが、いずれも 8.3%TRR 以下であった。 
果実及び葉部中に未変化のプロヒドロジャスモンが検出されなかったことか

ら、みかんにおいてプロヒドロジャスモンは急速に代謝され、多くの代謝物が生

成されると考えられた。（参照 45） 

 
プロヒドロジャスモンの植物体内における主な代謝経路は、①ペンチル基 5’



位の水酸化による代謝物 M11 の生成、②ペンチル基の水酸化及び n-プロピルエ

ステル部分の加水分解による代謝物 M8 の生成、③代謝物 M8 のシクロペンタノ

ン部分の脱水素及び水酸化による代謝物 M12 の生成、④n-プロピルエステルの

加水分解及びペンチル側鎖の 2 か所での水酸化に次ぐ脱水で生じたヒドロキシ

ペンテニル側鎖の水酸基でのマロン酸抱合及びグルコース抱合による代謝物

M13 及び M21 の生成、⑤シクロペンタノン部分の還元及び n-プロピルエステル

部分の加水分解による代謝物 M10 の生成と考えられた。 

 
３．土壌中運命試験 

（１）好気的土壌中運命試験 

埴壌土（茨城）及び砂質埴壌土（大阪）に、14C-プロヒドロジャスモンを 0.2 
mg/kg の用量で添加後、30℃の暗所で、好気的条件下では 30 日間、滅菌条件下

では 31 日間インキュベートする、好気的土壌運命試験が行われた。 
試験終了までの 14CO2 の発生量は、好気的条件下で 71.6%TAR～76.1%TAR、

滅菌条件下で 0.1%TAR であった。 
好気的条件下では、処理直後の溶媒可溶性画分に未変化のプロヒドロジャスモ

ンが 0.186～0.187 mg/kg 検出されたが、処理 30 日後には 0.001～0.003 mg/kg
に減少した。主要分解物は M2 であり、処理 0.25 日後に最大値（9.3%TAR～

11.9%TAR）を示した後、処理 1 日後には 0.4%TAR～1.2%TAR にまで減少し、

その後消失した。処理 30 日後には 16.5%TAR～19.2%TAR が非抽出画分に存在

した。好気的条件下におけるプロヒドロジャスモン及び分解物 M2 の推定半減期

は、それぞれ 1.6～2.3 及び 3.7～5.7 時間であると考えられた。 
滅菌条件下では、処理直後に未変化のプロヒドロジャスモンが 0.189～0.196 

mg/kg 検出され、処理 30 日後でも 0.153～0.183 mg/kg 認められた。主要分解

物は M2 であり、徐々に増加して処理 31 日後には 0.007～0.009 mg/kg 検出され

た。処理放射能は、処理 31 日後には 80.9%TAR～93.8%TAR がヘキサン及び酢

酸エチル可溶性画分に存在し、2.7%TAR～13.8%TAR が非抽出画分に存在した。

滅菌条件下におけるプロヒドロジャスモンの推定半減期は、102～308 日である

と考えられた。 
両条件下ともに、得られた非抽出画分の大部分（70.6%～86.5%）がフミン画

分に分布していたことから、土壌成分に強く結合していると考えられた。 
プロヒドロジャスモンは好気的土壌において、加水分解による脱プロピル化を

経て、最終的に CO2まで分解されると考えられた。（参照 6） 

 
（２）土壌吸着試験 

4 種類の国内土壌［軽埴土（石川、高知及び青森）及び埴壌土（北海道）］を

用いた土壌吸着試験が実施された。 
プロヒドロジャスモンは土壌中での分解が早く、平衡化時の物質収支が 13.7%



～71.1%と低かったことから、土壌吸着係数は求められなかった。（参照 7） 

 
４．水中運命試験 

（１）加水分解試験 

pH 9 のホウ酸緩衝液に、14C-プロヒドロジャスモンを 2.0 mg/L になるように

加えた後、20 又は 40℃で 24 日間インキュベートする加水分解試験が実施され

た。なお、予備試験において、pH 4 及び 7 では 5 日後の分解率が 10%未満であ

ったため、本試験は実施されなかった。 
主要分解物は、加水分解反応により生成した M2 であった。プロヒドロジャス

モンの推定半減期は 20℃で 17.7 日、40℃で 2.0～2.1 日であった。（参照 8） 

 
（２）水中光分解試験 

精製水（ろ過滅菌）又は自然水（河川水）に、14C-プロヒドロジャスモンを 2.0 
mg/L になるように加えた後、25±1℃で 96 時間、キセノン光（光強度：765 W/m2

±10%、波長：290 nm 以下をフィルターでカット）を照射する水中光分解試験

が実施された。 
プロヒドロジャスモンは光照射により急速に分解し、推定半減期は精製水及び

自然水でそれぞれ 54.0 及び 57.8 時間（東京の太陽光換算でそれぞれ 17.4 及び

18.6 日）であった。暗所対照区の推定半減期は、精製水及び自然水でそれぞれ

685 及び 247 時間であった。（参照 9） 
 

５．土壌残留試験 

洪積性火山灰土・埴壌土（岩手）及び洪積土・埴土（福岡）を用いて、プロヒド

ロジャスモンを分析対象化合物とした土壌残留試験（容器内及びほ場）が実施され

た。結果は表 9 に示されている。（参照 10） 

 
表９ 土壌残留試験成績（推定半減期） 

試験 土壌 処理濃度※ 推定半減期 

容器内 
試験 

洪積性火山灰土・埴壌土 
3 mg/kg 

50 分 

洪積土・埴土 40 分 

ほ場 
試験 

洪積性火山灰土・埴壌土 
3,000 g ai/ha 

約 5 日 

洪積土・埴土 <12 時間 
※：容器内試験では純品、ほ場試験では 5%液剤を使用 

 

６．作物残留試験 

（１）作物残留試験 

りんご、ぶどう等を用いて、プロヒドロジャスモン（シス体とトランス体の合

量）及び代謝物M11を分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。 



結果は別紙 3 に示されている。 
プロヒドロジャスモンの最大残留値は、最終散布1日後に収穫したミニトマト

の0.115 mg/kgであった。代謝物M11は全て定量限界（0.004 mg/kg）未満であっ

た。 
（参照11、12、46、47、52、58～60） 

 
（２）推定摂取量 

別紙 3 の作物残留試験の分析値を用いて、プロヒドロジャスモン（親化合物の

み）を暴露評価対象物質とした際に食品中より摂取される推定摂取量が表 10 に

示されている（別紙 4 参照）。 
なお、本推定摂取量の算定は、加工・調理による残留農薬の増減が全くないと

の仮定の下に行った。 
 

表 10 食品中より摂取されるプロヒドロジャスモンの推定摂取量 

 
国民平均 

（体重：55.1 kg） 
小児（1～6 歳） 
（体重：16.5 kg） 

妊婦 
（体重：58.5 kg） 

高齢者 (65 歳以上) 
（体重：56.1 kg） 

摂取量 
（g/人/日） 

3.69 2.18 3.64 4.24 

 
７．一般薬理試験 

マウス及びラットを用いた一般薬理試験が実施された。 
結果は表 11 に示されている。（参照 13） 

 
表 11 一般薬理試験 

試験の種類 動物種 
動物数 
匹/群 

投与量* 
(mg/kg 体重) 

最大無作用量 
(mg/kg 体重) 

最小作用量 
(mg/kg 体重) 

結果の概要 

中
枢
神
経
系 

一般状態 
(Irwin 法) 

ICR 
マウス 雄 3 匹 0､500､1,500､

5,000 
500 1,500 

1,500 mg/kg 体重以上で

反応性低下、自発運動低

下、腹這い及び眼瞼裂狭

小 
5,000 mg/kg 体重で受動

性増大、宙返り反射低下、

四肢緊張低下、握力低下、

立毛及び体温低下 

睡眠時間 
ICR 

マウス 雄 8 匹 0､500､1,500､
5,000 

1,500 5,000 
5,000 mg/kg 体重群で延

長 

痙攣誘発 
作用 

ICR 
マウス 

雄 10 匹 0､500､1,500､
5,000 

5,000 － 影響なし 

体温 
Wistar 
ラット 雄 6 匹 0､500､1,500､

5,000 
1,500 5,000 

5,000 mg/kg 体重群で低

下 
循
環
器
系 

血圧・ 
心拍数 

Wistar 
ラット 雄 6 匹 0､500､1,500､

5,000 
5,000 － 影響なし 



消
化
器
系 

腸管輸送能 
ICR 

マウス 雄 8 匹 0､500､1,500､
5,000 

1,500 5,000 
5,000 mg/kg 体重群で亢

進 

自
律
神
経
系 

瞳孔径 
Wistar 
ラット 雄 6 匹 0､500､1,500､

5,000 
5,000 － 影響なし 

骨
格
筋 

懸垂動作 
ICR 

マウス 雄 8 匹 0､500､1,500､
5,000 

1,500 5,000 1～2 例に筋弛緩 

血
液 

血液凝固 
PT、APTT 

Wistar 
ラット 雄 6 匹 0､500､1,500､

5,000 
5,000 － 影響なし 

溶血 
Wistar 
ラット 

雄 6 匹 0､500､1,500､
5,000 

5,000 － 影響なし 

*：検体は全て 1%Tween 80 添加 1%トラガントゴムに乳化させ、強制経口投与された。 
－：最小作用量は設定できなかった。 

 
８．急性毒性試験 

プロヒドロジャスモン（原体）を用いた急性毒性試験が実施された。 
結果は表 12 に示されている。（参照 14～17） 

 
表 12 急性毒性試験結果概要（原体） 

投与 
経路 

動物種 
LD50(mg/kg 体重) 

観察された症状 
雄 雌 

経口 

SD ラット 
雌雄各 5 匹 

>5,000 >5,000 
投与量：5,000 mg/kg 体重 
雌雄：症状及び死亡例なし 

ICR マウス 
雌雄各 5 匹 

>5,000 5,000 

投与量：5,000 mg/kg 体重 
雄：自発運動低下 
雌：自発運動低下、体温低下、腹臥位及び不

整呼吸 
死亡（3 例）（死亡前に体温低下、腹臥位、

横たわり姿勢、間代性痙攣及び不整呼吸） 
 
投与量：2,500 mg/kg 体重 
雄：症状なし 
雌：自発運動低下 

経皮 
SD ラット 
雌雄各 5 匹 

>2,000 >2,000 
雌雄：症状及び死亡例なし 

吸入 
SD ラット 
雌雄各 5 匹 

LC50(mg/L) 雌雄：流涎及び鼻汁、死亡例なし 
>2.8 >2.8 

 
代謝物 M2 及び原体混在物③を用いた急性毒性試験が実施された。 
結果は表 13 に示されている。（参照 18、19） 

 



表 13 急性毒性試験結果概要（代謝物及び原体混在物） 

被験物質 
投与 
経路 

動物種 LD50(mg/kg 体重) 
観察された症状 

雄 雌 

代謝物 
M2 

経口 
SD ラット 
雌雄各 5 匹 

>5,000 >5,000 

投与量：7,000 mg/kg 体重 
雄：自発運動低下、異常歩行、不整呼

吸、呼吸緩徐、過敏反応、横臥及

び流涎 
死亡（4 例） 

雌：自発運動低下 
死亡（2 例） 

 
投与量：5,000 mg/kg 体重 
雄：ラッセル音、呼吸困難（開口呼吸）、

呼吸緩徐及び腹部膨満 
死亡（1 例） 

雌：症状なし 
死亡（1 例） 

原体 
混在物 
③ 

経口 
SD ラット 
雌雄各 5 匹 

>5,000 >5,000 雌雄：症状及び死亡例なし 

 
９．眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験 

日本白色種ウサギを用いた眼刺激性試験及び皮膚刺激性試験が実施され、眼に対

し軽度な刺激性が認められたが、皮膚に対する刺激性は認められなかった。（参照

20、21） 
Hartley モルモットを用いた皮膚感作性試験（Maximization 法）が実施され、

皮膚感作性は認められなかった。（参照 22） 

 
１０．亜急性毒性試験 

（１）90 日間亜急性毒性試験（ラット） 

Fischer ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（原体：0、1,000、3,000 及

び 10,000 ppm：平均検体摂取量は表 14 参照）投与による 90 日間亜急性毒性試

験が実施された。 

 
表 14 90 日間亜急性毒性試験（ラット）の平均検体摂取量 

投与群 1,000 ppm 3,000 ppm 10,000 ppm 

平均検体摂取量 
(mg/kg 体重/日) 

雄 56.9 168 566 

雌 58.5 176 587 

 
各投与群で認められた毒性所見は表 15 に示されている。 
本試験において、3,000 ppm 以上投与群の雄で摂餌量減少等、雌で BUN 増加

等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 1,000 ppm（雄：56.9 mg/kg 体



重/日、雌：58.5 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 23、39） 

 
表 15 90 日間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 
10,000 ppm ・Hb 及び MCH 減少 

・TP 減少 
・A/G 比増加 
・肝絶対及び比重量2増加 
・腎及び副腎比重量増加 

・体重増加抑制(投与 4～13 週) 
・副腎比重量増加 

3,000 ppm 
以上 

・体重増加抑制(10,000 ppm 投与群：1
～4 週、3,000 ppm 投与群：1～2 週)
及び摂餌量減少(3,000 及び 10,000 
ppm 投与群とも投与 1 及び 3 週) 

・T.Chol 増加 

・PLT 減少 
・BUN 増加 

1,000 ppm 毒性所見なし 毒性所見なし 

 
（２）90 日間亜急性毒性試験（マウス）＜参考資料3＞ 

ICR マウス（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（原体：0、1,000、2,000 及び

5,000 ppm：平均検体摂取量は表 16 参照）投与による 90 日間亜急性毒性試験が

実施された。本試験において、血液生化学的検査は実施されなかった。 

 
表 16 90 日間亜急性毒性試験（マウス）の平均検体摂取量 

投与群 1,000 ppm 2,000 ppm 5,000 ppm 

平均検体摂取量 
(mg/kg 体重/日) 

雄 107 219 553 

雌 129 273 669 

 
5,000 ppm 投与群の雌雄で肝比重量増加、雌で体重増加抑制（投与 13 週間の

総増加量）、Ht 減少並びに卵巣絶対及び比重量減少が認められた。（参照 24） 

 
（３）90 日間亜急性毒性試験（イヌ） 

ビーグル犬（一群雌雄各 4 匹）を用いたカプセル経口（原体：0、100、300
及び 1,000 mg/kg 体重/日）投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。 
各投与群で認められた毒性所見は表 17 に示されている。 
本試験において、1,000 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で小葉中心性肝細胞肥大等

が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 300 mg/kg 体重/日であると考えら

れた。（参照 25） 

                                            
2 体重比重量を比重量という（以下同じ。）。 
3 血液生化学的検査が実施されていないことから、参考資料とした。 



表 17 90 日間亜急性毒性試験（イヌ）で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 
1,000 mg/kg 体重/日 ・血清中ナトリウム減少 

・肝絶対及び比重量増加 
・小葉中心性肝細胞肥大 

・ 体重増加抑制(投与3週及び5
週以降の増加量) 

・T.Chol 及び PL 減少 
・AST 増加 
・肝絶対及び比重量増加 
・小葉中心性肝細胞肥大 

300 mg/kg 体重/日以

下 
毒性所見なし 毒性所見なし 

 
（４）90 日間亜急性神経毒性試験（ラット） 

Fischer ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（原体：0、1,000、3,000 及

び 10,000 ppm：平均検体摂取量は表 18 参照）投与による 90 日間亜急性神経毒

性試験が実施された。 

 
表 18 90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）の平均検体摂取量 

投与群 1,000 ppm 3,000 ppm 10,000 ppm 

平均検体摂取量 
(mg/kg 体重/日) 

雄 55.3 164 544 

雌 61.4 179 588 

 
10,000 ppm 投与群の雌で体重増加抑制（投与 1、8 週）及び摂餌量減少（投与

1 週以降）が認められた。いずれの投与群においても、神経毒性を示唆する変化

は認められなかった。 
本試験において、雄では毒性所見が認められず、雌では 10,000 ppm 投与群で

体重増加抑制及び摂餌量減少が認められたことから、無毒性量は雄で本試験の最

高用量 10,000 ppm（544 mg/kg 体重/日）、雌で 3,000 ppm（179 mg/kg 体重/
日）であると考えられた。亜急性神経毒性は認められなかった。（参照 26） 

 
１１．慢性毒性試験及び発がん性試験 

（１）１年間慢性毒性試験（イヌ） 

ビーグル犬（一群雌雄各 4 匹）を用いたカプセル経口（原体：0、40、200 及

び 1,000 mg/kg 体重/日）投与による 1 年間慢性毒性試験が実施された。 
各投与群で認められた毒性所見は表 19 に示されている。 
200 mg/kg 体重/日以上投与群の雌で血清中カルシウム減少が認められたが、

生理的変動の範囲内の変化であると考えられた。1,000 mg/kg 体重/日投与群の雄

で尿タンパク及び尿量増加が認められたが、生理的変動の範囲を逸脱しない軽度

な変動であり、また、病理組織学的検査においても腎臓に異常は認められなかっ

たことから、検体投与の影響ではないと考えられた。 
本試験において、200 mg/kg 体重/日以上投与群の雄で小葉中心性肝細胞肥大、



雌で甲状腺絶対及び比重量増加等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも

40 mg/kg 体重/日であると考えられた。（参照 27、39） 

 
表 19 １年間慢性毒性試験（イヌ）で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 
1,000 mg/kg 体重/日 ・PT 減少 

・肝絶対及び比重量増加 
・副腎比重量増加 

・肝及び腎比重量増加 
・小葉中心性肝細胞肥大 

200 mg/kg 体重/日 
以上 

・小葉中心性肝細胞肥大 ・甲状腺絶対及び比重量増加 
・甲状腺大型ろ胞数増加 

40 mg/kg 体重/日 毒性所見なし 毒性所見なし 

 
（２）２年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット） 

Fischer ラット（一群雌雄各 60 匹、うち主群：各 50 匹、中間と殺群：各 10
匹）を用いた混餌（原体：0、400、2,000 及び 10,000 ppm：平均検体摂取量は

表 20 参照）投与による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。 

 
表 20 ２年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）の平均検体摂取量 

投与群 400 ppm 2,000 ppm 10,000 ppm 

平均検体摂取量 
(mg/kg 体重/日) 

雄 14.4 72.3 376 

雌 17.8 89.0 458 

 
各投与群で認められた毒性所見は表 21 に示されている。 
検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。 
本試験において、2,000 ppm 以上投与群の雌雄で尿細管上皮リポフスチン沈着

等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 400 ppm（雄：14.4 mg/kg 体重/
日、雌：17.8 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかっ

た。（参照 28） 

 



表 21 ２年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 
10,000 ppm ・体重増加抑制(投与 1 週以降)及び

摂餌量減少(投与 1 週以降) 
・MCV 及び MCH 減少 
・PLT 減少 
・BUN 増加 
・TP 及び T.Chol 減少 
・肝比重量増加 
・腎絶対及び比重量増加 
・小葉中心性肝細胞肥大 
・好塩基性尿細管増加 

・体重増加抑制(投与 1 週以降)及び

摂餌量減少(投与 1 週以降) 
・MCV 及び MCH 減少 
・BUN 増加 
・TP、TG、T.Chol 減少 
・肝及び腎比重量増加 
・び漫性肝細胞肥大 
・好塩基性尿細管増加 
・腎盂腔結石増加 a 

2,000 ppm 以上 ・尿細管上皮リポフスチン b沈着 ・尿細管上皮リポフスチン b沈着 
・尿比重低下及び尿量増加 

400 ppm 毒性所見なし 毒性所見なし 
a：病理組織学的検査で認められた微細な結石であった。 
b：シュモール染色でリポフスチンを確認 

 
（３）18 か月間発がん性試験（マウス） 

ICR マウス（一群雌雄各 50 匹）を用いた混餌（原体：0、400、2,000 及び 10,000 
ppm：平均検体摂取量は表 22 参照）投与による 18 か月間発がん性試験が実施さ

れた。 

 
表 22 18 か月間発がん性試験（マウス）の平均検体摂取量 

投与群 400 ppm 2,000 ppm 10,000 ppm 

平均検体摂取量 
(mg/kg 体重/日) 

雄 40.8 202 1,040 

雌 38.9 196 1,070 

 
各投与群で認められた毒性所見は表 23 に示されている。 
検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。 
本試験において、10,000 ppm 投与群の雌雄で体重増加抑制等が認められたこ

とから、無毒性量は雌雄とも 2,000 ppm（雄：202 mg/kg 体重/日、雌：196 mg/kg
体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 29） 

 



表 23 18 か月間発がん性試験（マウス）で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 
10,000 ppm ・体重増加抑制(投与 1 週以降)及 

び摂餌量減少(投与 1、9、10 週) 
・肝比重量増加 
・小葉中心性肝細胞肥大 

・体重増加抑制(投与 1 週以降)及 
び摂餌量減少(投与 1、6、10、 
41、45、56 週) 

・肝絶対及び比重量増加 
・小葉中心性肝細胞肥大 
・卵巣嚢胞増加 
・腸間膜リンパ節のリンパろ胞 
軽度過形成 

2,000 ppm 以下 毒性所見なし 毒性所見なし 

 
１２．生殖発生毒性試験 

（１）２世代繁殖試験（ラット） 

SD ラット（P 世代：一群雌雄各 30 匹、F1世代：一群雌雄各 24 匹）を用いた

混餌（原体：0、400、2,000 及び 10,000 ppm：平均検体摂取量は表 24 参照）投

与による 2 世代繁殖試験が実施された。 

 
表 24 ２世代繁殖試験（ラット）の平均検体摂取量 

投与群 400 ppm 2,000 ppm 10,000 ppm 

平均検体摂取量 
（mg/kg 体重/日） 

P 世代 
雄 18.8 94.4 479 

雌 21.1 104 515 

F1世代 
雄 24.7 139 714 

雌 27.8 153 766 

 
各投与群で認められた毒性所見は表 25 に示されている。 
本試験において、親動物では、10,000 ppm 投与群の雌雄で体重増加抑制等、

児動物では、10,000 ppm 投与群で低体重等が認められたことから、一般毒性に

対する無毒性量は親動物及び児動物で 2,000 ppm（P 雄：94.4 mg/kg 体重/日、P
雌：104 mg/kg 体重/日、F1雄：139 mg/kg 体重/日、F1雌：153 mg/kg 体重/日）

であると考えられた。また、10,000 ppm 投与群において出産生存児数減少が認

められたことから、繁殖能に対する無毒性量も 2,000 ppm であると考えられた。 
（参照 30、39） 

 



表 25 ２世代繁殖試験（ラット）で認められた毒性所見 

投与群 
親：P、児：F1 親：F1、児：F2 

雄 雌 雄 雌 

親
動
物 

10,000 
ppm 

・体重増加抑制及び

摂餌量減少(投与

1 週以降) 

・体重増加抑制及び

摂餌量減少(投与

1 週以降) 
・子宮及び膣の萎縮

a 

・体重増加抑制及び

摂餌量減少(投与

1 週以降) 
・精巣萎縮 

・体重増加抑制及び

摂餌量減少(投与

1 週以降) 
・子宮及び膣の萎縮

a 
2,000 ppm 
以下 

毒性所見なし 毒性所見なし 毒性所見なし 毒性所見なし 

児
動
物 

10,000 
ppm 

・低体重 ・低体重 
・出産生存児数減少 

2,000 ppm 
以下 

毒性所見なし 毒性所見なし 

a：内膜上皮、内膜間質、子宮腺及び平滑筋層の萎縮並びに粘膜上皮層の菲薄化 

 
（２）発生毒性試験（ラット） 

SD ラット（一群雌 24 匹）の妊娠 6～15 日に強制経口（原体：0、30、120 及

び 500 mg/kg 体重/日、0.2% Tween80 添加 0.2%トラガントゴム水溶液に乳濁）

投与して、発生毒性試験が実施された。 
母動物では、500 mg/kg 体重/日投与群で体重減少（妊娠 7 日）及び摂餌量減

少（妊娠 6～13 日）、120 mg/kg 体重/日以上投与群で体重増加抑制（120 mg/kg
体重/日投与群：妊娠 10 日、500 mg/kg 体重/日投与群：妊娠 8～16 日）が認め

られた。 
胎児では、500 mg/kg 体重/日投与群で過剰肋骨の発生頻度増加が認められた

が、骨格異常は認められず、さらに予備試験における 1,000 mg/kg 体重/日投与

群でも骨格異常の増加は観察されていないことから、過剰肋骨発生頻度の増加は

プロヒドロジャスモンの催奇形性を示唆する変化ではないと考えられた。 
本試験において、母動物では 120 mg/kg 体重/日以上投与群で体重増加抑制、

胎児では 500 mg/kg 体重/日投与群で過剰肋骨の発生頻度増加が認められたこと

から、無毒性量は母動物で 30 mg/kg 体重/日、胎児で 120 mg/kg 体重/日である

と考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 31、39） 

 
（３）発生毒性試験（ウサギ） 

NZW ウサギ（一群雌 15～17 匹）の妊娠 6～18 日に強制経口（原体：0、20、
80 及び 300 mg/kg 体重/日、0.2% Tween80 添加 0.2%トラガントゴム水溶液に

乳濁）投与して、発生毒性試験が実施された。 
本試験において、母動物では 300 mg/kg 体重/日投与群で体重増加抑制（妊娠 14

～19 日：有意差なし）及び摂餌量減少（妊娠 14～16 日）が認められ、胎児では

毒性所見は観察されなかったことから、無毒性量は母動物で 80 mg/kg 体重/日、



胎児で本試験の最高用量 300 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認

められなかった。（参照 32） 

 
１３．遺伝毒性試験 

プロヒドロジャスモン（原体）の細菌を用いた DNA 修復試験及び復帰突然変異

試験、チャイニーズハムスター肺由来細胞（CHL/IU）を用いた in vitro 染色体異

常試験並びにラットを用いた小核試験が実施された。 
結果は表 26 に示されているとおり、全て陰性であったことから、プロヒドロジ

ャスモンに遺伝毒性はないものと考えられた。（参照 33～36） 

 
表 26 遺伝毒性試験概要（原体） 

試験 対象 処理濃度・投与量 結果 

in vitro 

DNA 修復

試験 
Bacillus subtilis 
（H17､M45 株） 

265～17,000 g/ディスク (+/-S9) 陰性 

復帰突然 
変異試験 

Salmonella typhimurium 
（TA98､TA100､TA1535､

TA1537 株） 
Escherichia coli 
（WP2uvrA 株） 

2.44～156 g/プレート (-S9) 
9.77～2,500 g/プレート (+S9) 

陰性 

染色体異常

試験 
チャイニーズハムスター 
肺由来細胞（CHL/IU） 

10～80 g/mL (-S9)  
（6、24 又は 48 時間処理） 
1,250～5,000 g/mL (+S9)  
（6 時間処理） 

陰性 

in vivo 小核試験 
SD ラット（骨髄細胞） 
（一群雄 5 匹） 

500､1,000､2,000 mg/kg 体重 
（24 時間間隔で 2 回強制経口投与

し、第 2 回投与 24 時間後に標本を作

製） 

陰性 

注）+/-S9：代謝活性化系存在下及び非存在下 

 
プロヒドロジャスモンの主として動物、土壌及び水中由来の代謝物 M2 及び原体

混在物③の細菌を用いた復帰突然変異試験が実施された。 
結果は表 27 に示されているとおり、全て陰性であった。（参照 37、38） 

 



表 27 遺伝毒性試験概要（代謝物及び原体混在物） 

被験物質 試験 対象 処理濃度・投与量 結果 

代謝物 
M2 

復帰突然 
変異試験 

S. typhimurium 
（TA100 株） 

78.1～5,000 g/プレート (+/-S9) 陰性 

S. typhimurium 
（TA1535 株） 

313～5,000 g/プレート (-S9) 
78.1～5,000 g/プレート (+S9) 

陰性 

S. typhimurium 
（TA98､TA1537 株） 
E. coli（WP2uvrA 株） 

313～5,000 g/プレート (+/-S9) 陰性 

原体混在物 
③ 

復帰突然 
変異試験 

S. typhimurium 
（TA100､TA1535 株） 

2.44～78.1 g/プレート (-S9) 
9.77～313 g/プレート (+S9) 

陰性 

S. typhimurium 
（TA98 株） 

9.77～313 g/プレート (+/-S9) 陰性 

S. typhimurium 
（TA1537 株） 

2.44～156 g/プレート (-S9) 
9.77～313 g/プレート (+S9) 

陰性 

E. coli（WP2uvrA 株） 
9.77～625 g/プレート (-S9) 
39.1～1,250 g/プレート (+S9) 

陰性 

注）+/-S9：代謝活性化系存在下及び非存在下 



Ⅲ．食品健康影響評価 

参照に挙げた資料を用いて農薬「プロヒドロジャスモン」の食品健康影響評価を

実施した。なお、今回、作物残留試験（ミニトマト）の成績等が新たに提出された。 
14C で標識したプロヒドロジャスモンのラットを用いた動物体内運命試験の結果、

単回経口投与後の全血中濃度は、低用量群で投与 0.5 時間後、高用量群で投与 8 時

間後に Cmax に達し、吸収率は少なくとも 77.4%と算出された。投与放射能は低用

量群では投与後 24 時間、高用量群では投与後 72 時間に 90%TAR 以上が尿及び糞

中に排泄された。主に尿中に排泄された。投与後 48 時間の胆汁中排泄は、低用量

群で 30.4%TAR、高用量群で 8.7%TAR であった。未変化のプロヒドロジャスモン

は尿及び胆汁中には認められず、糞中に僅かに認められた。主要代謝物は尿及び糞

中では M4 及び M5、胆汁中では M2 であった。 
14C で標識したプロヒドロジャスモンの植物体内運命試験の結果、未変化のプロ

ヒドロジャスモンが僅かに認められたほか、10%TRR を超える代謝物として M9
（水稲根部：47.7%TRR）、M11（ぶどう葉部：10.3%TRR）、M13（みかん果実：

38.1%TRR～50.9%TRR）及び M21（みかん果実：17.5%TRR～18.7%TRR 及びみ

かん葉部：9.3%TRR～14.4%TRR）が認められた。 
プロヒドロジャスモン（シス体とトランス体の合量）及び代謝物 M11 を分析対

象化合物とした作物残留試験の結果、プロヒドロジャスモンの最大残留値は、ミニ

トマトの 0.115 mg/kg であった。代謝物 M11 は全て定量限界未満であった。 
各種毒性試験結果から、プロヒドロジャスモン投与による影響は主に体重（増加

抑制）、肝臓（重量増加、小葉中心性肝細胞肥大等）及び腎臓（尿細管上皮リポフ

スチン沈着増加等）に認められた。神経毒性、発がん性、催奇形性及び遺伝毒性は

認められなかった。 
2 世代繁殖試験において、出産生存児数減少が認められた。 
植物体内運命試験の結果、可食部又は飼料として利用される部位において代謝物

M13 及び M21 が 10%TRR を超えて認められたが、これらの代謝物は植物体内で

の残留量が低かったことから、農産物中の暴露評価対象物質をプロヒドロジャスモ

ン（親化合物のみ）と設定した。 
各試験における無毒性量等は表 28、単回経口投与等により生ずる可能性のある

毒性影響等は表 29 にそれぞれ示されている。 
食品安全委員会は、各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた

2 年間慢性毒性/発がん性併合試験の 14.4 mg/kg 体重/日であったことから、これを

根拠として、安全係数 100 で除した 0.14 mg/kg 体重/日を許容一日摂取量（ADI）
と設定した。 
また、プロヒドロジャスモンの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影

響に対する無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた発生毒性試験の 120 mg/kg
体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 1.2 mg/kg
体重を急性参照用量（ARfD）と設定した。 



 
ADI 0.14 mg/kg 体重/日 
（ADI 設定根拠資料） 慢性毒性/発がん性併合試験 
（動物種） ラット 
（期間） 2 年間 
（投与方法） 混餌 
（無毒性量） 14.4 mg/kg 体重/日 
（安全係数） 100 

 
ARfD 1.2 mg/kg 体重 
（ARfD 設定根拠資料） 発生毒性試験 
（動物種） ラット 
（期間） 妊娠 6～15 日 
（投与方法） 強制経口 
（無毒性量） 120 mg/kg 体重/日 
（安全係数） 100 

 



表 28 各試験における無毒性量等 

動物種 試験 
投与量 

(mg/kg 体重/日) 
無毒性量 

(mg/kg 体重/日) 
最小毒性量 

(mg/kg 体重/日) 
備考 1) 

ラット 

90 日間 
亜急性 

毒性試験 

0、1,000、3,000、
10,000 ppm 

雄：56.9 
雌：58.5 

雄：168 
雌：176 

雄：摂餌量減少等 
雌：BUN 増加等 

雄：0、56.9、168、
566 
雌：0、58.5、176、
587 

90 日間 
亜急性神経 
毒性試験 

0、1,000、3,000、
10,000 ppm 

雄：544 
雌：179 

雄：－ 
雌：588 

雄：毒性所見なし 
雌：体重増加抑制及

び摂餌量減少 
 
（亜急性神経毒性

は認められない） 

雄：0、55.3、164、
544 
雌：0、61.4、179、
588 

2 年間 
慢性毒性/ 
発がん性 
併合試験 

0、400、2,000、
10,000 ppm 

雄：14.4 
雌：17.8 

雄：72.3 
雌：89.0 

雌雄：尿細管上皮リ

ポフスチン沈着等 
 
 
（発がん性は認め

られない） 

雄：0、14.4、72.3、
376 
雌：0、17.8、89.0、
458 

2 世代 
繁殖試験 

0、400、2,000、
10,000 ppm 

親動物及び児動

物 
P 雄：94.4 
P 雌：104 
F1雄：139 
F1雌：153 
 
繁殖能 
P 雄：94.4 
P 雌：104 
F1雄：139 
F1雌：153 

親動物及び児動

物 
P 雄：479 
P 雌：515 
F1雄：714 
F1雌：766 
 
繁殖能 
P 雄：479 
P 雌：515 
F1雄：714 
F1雌：766 

親動物 
雌雄：体重増加抑制

等 
児動物：低体重等 
 
繁殖能：出産生存児

数減少 

P 雄：0、18.8、
94.4、479 
P 雌：0、21.1、
104、515 
F1雄；0、24.7、
139、714 
F1雌：0、27.8、
153、766 

発生毒性 
試験 

0、30、120、500 母動物：30 
胎児：120 

母動物：120 
胎児：500 

母動物：体重増加抑

制 
胎児：過剰肋骨の発

生頻度増加 
 
（催奇形性は認め

られない） 
マウス 

18 か月間 
発がん性 

試験 

0、400、2,000、
10,000 ppm 

雄：202 
雌：196 

雄：1,040 
雌：1,070 

雌雄：体重増加抑制

等 
 
 
（発がん性は認め

られない） 

雄：0、40.8、202、
1,040 
雌：0、38.9、196、
1,070 



動物種 試験 
投与量 

(mg/kg 体重/日) 
無毒性量 

(mg/kg 体重/日) 
最小毒性量 

(mg/kg 体重/日) 
備考 1) 

ウサギ 

発生毒性 
試験 

0、20、80、300 母動物：80 
胎児：300 

母動物：300 
胎児：－ 

母動物：体重増加抑

制等 
胎児：毒性所見なし 
 
（催奇形性は認め

られない） 
イヌ 90 日間 

亜急性 
毒性試験 

0、100、300、
1,000 

雄：300 
雌：300 

雄：1,000 
雌：1,000 

雌雄：小葉中心性肝

細胞肥大等 
 

1 年間 
慢性毒性 

試験 

0、40、200、1,000 雄：40 
雌：40 

雄：200 
雌：200 

雄：小葉中心性肝細

胞肥大 
雌：甲状腺絶対及び

比重量増加等 

ADI 
NOAEL: 14.4 
SF: 100 
ADI: 0.14 

ADI 設定根拠資料 ラット 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験 

ADI：許容一日摂取量 NOAEL：無毒性量 SF：安全係数 －：最小毒性量は設定できなかった。 
1)：備考には最小毒性量で認められた所見の概要を示す。 



表 29 単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響等 

動物種 試験 
投与量 

（mg/kg 体重又は mg/kg
体重/日） 

無毒性量及び急性参照用量設定に関連す

るエンドポイント 1) 
（mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日） 

ラット 発生毒性試験 0、30、120、500 
母動物：120 
 
母動物：体重及び摂餌量減少 

マウス 

一般薬理試験 
（一般状態） 

雄：0、500、1,500、5,000 

雄：500 
 
雄：反応性低下、自発運動低下、腹這い及

び眼瞼裂狭小 

急性毒性試験 雌雄：2,500、5,000 

雄：2,500 
雌：－ 
 
雌雄：自発運動低下 

ARfD 
NOAEL: 120 
SF:100 
ARfD:1.2 

ARfD 設定根拠資料 ラット発生毒性試験 

ARfD：急性参照用量 NOAEL：無毒性量 SF：安全係数 －：無毒性量は設定できなかった。 
1)：最小毒性量で認められた主な毒性所見を記した。 



＜別紙 1：代謝物/分解物/原体混在物略称＞ 

記号 略号 化学名 

M2 DJA  3-oxo-2-pentyl-cyclopentylacetic acid 

M3 1-OH-2,3-deH-DJA  3-hydroxy-2-pentyl-cyclopentenylacetic acid 

M4 2-OH-4’-CO-DJA 2-hydroxy-3-oxo-2-(4’-oxopentyl)-cyclopentylacetic acid 

M5 2-OH-DJA  2-hydroxy-3-oxo-2-pentylcyclopentylacetic acid 

M6 5’-deMe-4’-OH-DJA  2-(4’-hydroxybutyl)-3-oxo-cyclopentylacetic acid 

M7 － propyl 3-oxo-2-pentyl-cyclopentylacetate ｸﾞﾙｸﾛﾝ酸抱合体 

M8 4’ or 5’-OH-DJA  2-(4’or5’-hydroxypentyl)-3-oxo-cyclopentylacetic acid 

M9 － 
未同定代謝物（水稲を用いた代謝試験で認められた単一ア

グリコングルコース抱合体で、M2 のジオール体又はトリ

オール体の可能性が高い。） 

M10 RDJA 3-hydroxy-2-pentyl-cyclopentylacetic acid 

M11 5’-OH-PDJ  propyl 2-(5’-hydroxypentyl)-3-oxocyclopentyl-acetate 

M12 4 or 5,1’5’-diOH-deH-DJA  
4or5-hydroxy-2-(1’~5’-hydroxypentyl)-3-oxo-1- 
cyclopentenylacetic acid 

M13 
3’,4’-deH-5’-OH-DJA- 
malonate 

2-(5’carboxyethanoyloxy-3’-pentenyl)-3-oxo-cyclopentyl 
acetic acid 

M21 － 
2-(5’-glucosyloxy-3’-pentenyl)-3-oxo-cyclopentylacetic 
acid 

原体混在物 

③ 
－ － 

 



＜別紙 2：検査値等略称＞ 

略称 名称 

A/G 比 アルブミン/グロブリン比 

ai 有効成分量 

APTT 活性化部分トロンボプラスチン時間 

AST 
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ 
（=グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ(GOT)） 

AUC 薬物濃度曲線下面積 

BUN 血液尿素窒素 

Cmax 最高濃度 

Hb ヘモグロビン（血色素量） 

Ht ヘマトクリット値 

LC50 半数致死濃度 

LD50 半数致死量 

MCH 平均赤血球ヘモグロビン量 

MCV 平均赤血球容積 

PHI 最終使用から収穫までの日数 

PL リン脂質 

PLT 血小板数 

PT プロトロンビン時間 

T1/2 消失半減期 

TAR 総投与（処理）放射能 

T.Chol 総コレステロール 

TG トリグリセリド 

Tmax 最高濃度到達時間 

TP 総蛋白質 

TRR 総残留放射能 

 



＜別紙 3：作物残留試験成績＞ 

作物名 
（栽培形態） 
（分析部位） 
実施年度 

試験 
ほ場数 

使用量 
(g ai/ha) 

回数 
(回) 

PHI 
(日) 

残留値(mg/kg) 

プロヒドロ 
ジャスモン 

代謝物M11 

最高値 平均値 最高値 平均値 

ミニトマト 
（施設） 
（果実） 
2016年度 

1 249 5 

公的分析機関 

1 
3 
7 
14 

0.039 
0.013 
0.003 
0.002 

0.039 
0.013 
0.003 
0.002 

<0.002 
<0.002 
<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 
<0.002 
<0.002 

1 260 5 

公的分析機関 

1 
3 
7 
14 

0.033 
0.019 
0.006 

<0.002 

0.032 
0.018 
0.006 

<0.002 

<0.002 
<0.002 
<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 
<0.002 
<0.002 

ミニトマト 
（施設） 
（果実） 
2017年度 

1 233 5 
公的分析機関 

1 0.018 0.018 <0.002 <0.002 

1 250 5 
公的分析機関 

1 0.100 0.099 <0.002 <0.002 

1 228 5 
公的分析機関 

1 0.115 0.113 <0.002 <0.002 

1 279 5 
公的分析機関 

1 0.048 0.047 <0.002 <0.002 

りんご 
（無袋） 
（果実） 
2000年度 

1 600 

1 

公的分析機関 
14 
21 
30 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

1 

社内分析機関 

14 
21 
30 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

1 600 

1 

公的分析機関 

14 
21 
30 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

1 

社内分析機関 

14 
21 
30 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

ぶどう 
（施設、無袋） 

（果実） 
2000年度 

1 
25 mg/L水溶液に 

花果房浸漬処理後、

75+150 

3 a 

公的分析機関 
30 
45 
60 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

3 a 

社内分析機関 
30 
45 
60 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 



作物名 
（栽培形態） 
（分析部位） 
実施年度 

試験 
ほ場数 

使用量 
(g ai/ha) 

回数 
(回) 

PHI 
(日) 

残留値(mg/kg) 

プロヒドロ 
ジャスモン 

代謝物M11 

最高値 平均値 最高値 平均値 

ぶどう 
（施設、無袋） 

（果実） 
2003年度 

1 
25 mg/L水溶液に 

花果房浸漬処理後、

75+150 

3 a 

公的分析機関 

30 
45 
60 

<0.002 
<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 
<0.002 

3 a 

公的分析機関 
30 
45 
60 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

みかん 
（無袋） 
（果皮） 
2006年度 

1 

5%液剤の 
1,000倍希釈液を 
立木全面散布 
（2.0 L/樹） 

3 
公的分析機関 

14 b 
28 b 

<0.004 
<0.004 

<0.004 
<0.004 

<0.004 
<0.004 

<0.004 
<0.004 

3 
公的分析機関 

14 b 
28 b 

0.008 
0.007 

0.008 
0.006 

<0.004 
<0.004 

<0.004 
<0.004 

1 

5%液剤の 
1,000倍希釈液を 

樹冠散布 
（2.5 L/樹） 

3 
公的分析機関 

13 b 
27 b 

0.005 
<0.004 

0.005 
<0.004 

<0.004 
<0.004 

<0.004 
<0.004 

3 
公的分析機関 

13 b 
27 b 

0.008 
<0.004 

0.008 
<0.004 

<0.004 
<0.004 

<0.004 
<0.004 

みかん 
（無袋） 
（果肉） 
2006年度 

1 

5%液剤の 
1,000倍希釈液を 
立木全面散布 
（2.0 L/樹） 

3 
公的分析機関 

14 b 
28 b 

<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 

3 
公的分析機関 

14 b 
28 b 

<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 

1 

5%液剤の 
1,000倍希釈液を 

樹冠散布 
（2.5 L/樹） 

3 
公的分析機関 

13 b 
27 b 

<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 

3 
公的分析機関 

13 b 
27 b 

<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 

かんきつ 
（清見） 

（果実全体） 
2010年度 

1 225 

3 a 

公的分析機関 
14 
28 
44 

0.003 
<0.002 
<0.002 

0.002 
<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 
<0.002 

3 a 

公的分析機関 
14 
28 
44 

0.003 
<0.002 
<0.002 

0.003 
<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 
<0.002 

1 200 3 a 

公的分析機関 

14 
28 
44 

0.004 
<0.002 
<0.002 

0.004 
<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 
<0.002 



作物名 
（栽培形態） 
（分析部位） 
実施年度 

試験 
ほ場数 

使用量 
(g ai/ha) 

回数 
(回) 

PHI 
(日) 

残留値(mg/kg) 

プロヒドロ 
ジャスモン 

代謝物M11 

最高値 平均値 最高値 平均値 

3 a 

公的分析機関 

14 
28 
44 

0.003 
<0.002 
<0.002 

0.003 
<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 
<0.002 

かんきつ 
（きんかん） 
（果実全体） 

2010年度 

1 445 3 a 

公的分析機関 

14 
28 
44 

0.007 
0.003 

<0.002 

0.007 
0.003 

<0.002 

<0.002 
<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 
<0.002 

1 278 3 a 

公的分析機関 

14 
28 
44 

0.012 
0.007 
0.002 

0.011 
0.007 
0.002 

<0.002 
<0.002 
<0.002 

<0.002 
<0.002 
<0.002 

注）・剤型は全て液剤 
・農薬の使用回数が申請又は登録された使用方法よりも多い場合、回数に aを付した。 
・PHI が申請又は登録された使用方法よりも短い場合、日数に bを付した。 
・全てのデータが定量限界未満の場合は、定量限界値の平均に<を付して記載した。 



＜別紙 4：推定摂取量＞  

作物名等 
残留値 
(mg/kg) 

国民平均 
（体重：55.1 kg） 

小児（1～6 歳） 
（体重：16.5 kg） 

妊婦 
（体重：58.5 kg） 

高齢者（65 歳以上） 
（体重：56.1 kg） 

ff 
(g/人/日) 

摂取量 
(g/人/日) 

ff 
(g/人/日) 

摂取量 
(g/人/日) 

ff 
(g/人/日) 

摂取量 
(g/人/日) 

ff 
(g/人/日) 

摂取量 
(g/人/日) 

トマト 0.113 32.1 3.63 19.0 2.15 32.0 3.62 36.6 4.14 

その他の 
かんきつ

類果実 
0.011 5.9 0.0649 2.7 0.0297 2.5 0.0275 9.5 0.105 

その他の 
スパイス 

0.008 0.1 0.0008 0.1 0.0008 0.1 0.0008 0.2 0.0016 

合計  3.69  2.18  3.64  4.24 
・残留値は、申請又は登録されている使用時期・使用回数による各試験区の平均残留値のうち、プ
ロヒドロジャスモンの最大値を用いた（参照 別紙 3）。 

・「ff」：平成 17 年～19 年の食品摂取頻度・摂取量調査（参照 53）の結果に基づく食品摂取量（g/
人/日） 

・「摂取量」：残留値及び農産物残留量から求めたプロヒドロジャスモンの推定摂取量 
・トマトについては、ミニトマトの値を用いた。 
・その他のかんきつ類果実については、きんかん（果実）の値を用いた。 
・その他のスパイスについては、みかん（果皮）の値を用いた。 
・きんかん（果実）及びみかん（果皮）のデータは、登録されている使用方法を逸脱した試験成績
であるが、ほかにかんきつ及びみかんを用いた試験成績がないため、摂取量の計算に用いた。 

・みかん（果肉）、りんご（果実）及びぶどう（果実）のデータは定量限界未満であったため、摂
取量の計算には用いなかった。 
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